
材料費等記載内訳書の提出について 

 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法の施行（令和 7年 12月 12日）に伴い、入札金

額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可

欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなけ

ればならないこととされました。（入札契約適正化法第 12条） 

 つきましては、井手町が発注する建設工事における入札金額の内訳書に、以下の内容を明記する必要があります

のでお知らせします。 

 

１ 内訳書への記載が必要となった追加項目 

 

〇材料費 

 

〇労務費 

 

〇法定福利費（労災保険料、雇用保険料、健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料等の事業主負担額） 

 

〇安全衛生経費（労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費） 

 

〇建退共掛金（建設業退職金共済制度の掛金） 

 

※上記項目の記載がない場合、入札を無効としますのでご注意ください。 

 

２ 内訳書の例 

 

出典：総務省・国土交通省通知文 



材料費等記載内訳書についての QA 

 

Q１,入札金額内訳書に記載が必要となった材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費及び建退共掛金（以下

「材料費等」という。）については、何を計上すればよいのか。 

 

A1,「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン（令和７年 12 月、国土交通省不動産・建設経

済局） 」の p.12～p.14、「「労務費に関する基準」の運用方針（令和 7 年 12 月、国土交通省）」等を参考に計上して

ください。 

 

出典：労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン p.12 

 

Q２,材料費等の記載方法は、入札金額内訳書の参考様式と同じである必要があるか。 

 

A２, 参考様式のように内訳書の行内に表示する方法を基本としますが、備考欄、欄外又は別表への記載等、方法

は問いません。ただし、いずれの方法においても、材料費等が特定できるよう明示する必要があります。 

 

Q３, 入札金額内訳書に記載された材料費等の金額が著しく低い場合や、材料費と労務費の和が直接工事費を上

回る場合、法定福利費と建退共掛金の和が技術管理費を上回る場合又は安全衛生経費が工事原価を上回る場合

など、記載された金額の合理性に疑義が生じたときに、入札を無効とすることはあるか。 

 

A３, 当面の間、記載された金額の多寡によって、直ちに入札を無効とする取扱はしませんが、記載内容の合理性を

確認することがあるため、適切な見積及び対応をお願いいたします。なお、記載が抜けている場合、又は様式の間

違い等により事項の欄がない場合は、原則として無効の入札として取り扱います。 

 

Q４, 入札金額内訳書の内容は、落札後の契約書に付する請負金額内訳書の内容と一致させる必要があるか。 

 

A４, 入札金額内訳書は、入札時点における計画に基づいて作成されるものであり、契約締結までの間に計画を見

直すことも想定されます。したがって、両者の内容が完全に一致していなくても問題ありません。 


